
令和５年度 河津町商工会プレミアム工事券事業 概要 

河津町商工会プレミアム工事券（発行額４，０００万円で４，８００万円分） 

   電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業 －河津町受注機会拡大対策事業－ 

事 業 概 要 

 

商工会では受注機会拡大対策事業として、地元建設関連業者の需要停滞や、新

型コロナウイルスの影響に伴う経済対策を含め、河津町の補助を受けて会員の

建設関連事業所を使っての自家用に供した工事代金支払いに対応した、２０％

プレミアムの「河津町商工会プレミアム工事券」を発行し、受注機会や町内消

費の拡大に努めます。 

プ レ ミ ア ム 額 ２０％  （工事代金として使える商品券） 

販 売 額 額面６，０００円券を、５，０００円で販売 

 １世帯：５０万円（１００枚）を限度 ５千円単位 

   ※河津町にお住まいの世帯で自家用工事に限る。 

 合併処理浄化槽設置など一部補助金が出る自家用工事については、補助金を 

差引した残金分が対象となります。 

事 前 予 約 

 

事前予約販売方式 

予約受付場所 

 河津町商工会館会議室 

予約受付日  事前・電話予約不可 

 令和５年６月２０日（火）～６月２３日（金）の４日間 

   初日：８：００～１８：３０、２日目以降：９：００～１８：００ 

  ※発行総額に達した時点で予約を締切 

  ※期間内に発行総額の販売に達しない場合 

６月２６日（月）以降も予約を受付 

   最終販売日（終了日） ７月４日（火） 

必要に応じてコロナ感染対策を実施します 

工事券販売（交換） 販売（交換）場所   河津町商工会 

販売（交換）期間 

 令和５年６月２７日（火）～６月２９日（木） 現金と工事券の交換 

    各日９：００～１７：００  （引換券を持参） 

販 売 予 定 枚 数 ８，０００枚 （額面６，０００円券）  

利 用 期 間 令和５年７月１日（土）～令和５年１２月３１日（日）まで  ６ヶ月間 

   期限後は無効 

工 事 完 了 令和５年７月１日（土）～令和５年１２月３１日（日）の利用期間中に 

工事が完了するもの。 （利用期間前に終了する工事は対象にならない） 

発行に伴うＰＲ ・折込チラシ（河津町内） ５月３１日（水）を予定 

 Ｂ４チラシ（申込書付き）裏面：取扱店を記載   

・商工会ホームページ上で告知する。  

・５月１７日（水）の回覧板にてＰＲ予定 

取 扱 店 ・河津町内に事務所を有する建設関連事業者で登録希望の事業者 

   （会員・非会員問いません） 



  ※工事券チラシの裏面に一覧表を掲載（5/11登録受付分まで） 

  ※5/11以降の登録受付分については、6月27日からの交換時に、 

購入者へ配布する「取扱店一覧表」に掲載します。 

注 意 点 ・取扱事業所での材料購入等は不可です。（請負工事一式） 

・１工事に付き１世帯での購入とします。（共有する工事を２世帯以上での購

入は不可） 

・１世帯で複数の工事への使用は可能とします。 

・住宅新築工事において、分離発注（複数の請負業者に発注）の場合も１軒の

新築工事とみなしますので、使用は１回限りです。工期が２年以上に跨いだ

場合も同じ新築工事とみなしますので２回目の使用はできません。 

換 金 方 法 ・商工会窓口に工事券と提出書類を持参の上、額面金額を小切手（静岡銀行・

三島信金のいずれかを選択）にて精算します。 

 ※金融機関により、他行小切手の入金時に、取立手数料が発生する場合あり 

 換金日：令和５年７月１０日（月）～令和６年１月２２日（月） 

  期間内の 毎月１０日・２０日・３０日 

※土日祝日に当たる場合は翌営業日、１２月３０日は除く 

 最終換金日は、令和６年１月２２日とします。 

※事情により振込を希望する場合 月末締め翌月５日払い（月１回） 

提 出 書 類 ・領収書控えをコピーしたもの 

・工事後の完成画像をプリントアウトしたもの又は写真（サービス版） 

  ※パソコン処理の場合は、Ａ４縦型で加工したもの。 

・設計費用の場合は、設計図など 

   ※換金時に一緒に提出してください。 

工 事 内 容 ・自家用の工事に限定 

・事業を兼業している方は、自家用部分に限定します。 

 ※事業に供するための資産にかかる工事代金の支払いには対応しません。 

（店舗、事務所、貸し家、貸店舗などの工事代金は不可） 

 

「利用一例」   

〇住宅リフォーム工事  〇住宅新築工事（使用制限あり） 

○エアコンの設置工事や修理代金  〇照明器具の設置工事や交換  

○洋式トイレ等の設置工事  〇クロス工事や建具、左官工事  

○畳の取替工事  ○カーテン・じゅうたん等の取付工事   

○サッシ・ガラスの設置交換工事  〇水道・配管工事 

〇合併処理浄化槽の設置工事  〇土木工事  〇鉄骨工事 

○手摺りの取付工事やバリアフリー化  ○植木の剪定・植栽造園工事 

○倉庫の設置工事  ○屋根の葺き替え工事、板金工事  

○設計・測量費用  ○墓石工事・改修 

 ※補助金が充当される工事の場合は、差額分が対象となります。 

「例」エアコン設置工事の場合、エアコンの本体価格と工事代を含めて 

工事券での対応となります。 



 


